
レセプトデータ（ＮＤＢ・ＫＤＢ）等を活用した
地域包括ケア体制の定量的な把握について

0

長野県健康福祉部医療推進課
主任 伊藤 達哉

ito-tatsuya-r@pref.nagano.lg.jp

2019.3.14
全国在宅医療・介護連携研修フォーラム



レセプトデータ等を活用した在宅医療提供の把握

○ 厚生労働省医政局が都道府県の医療部局に提供している、医療計画作成支援データブッ
クには、ＮＤＢの市町村ごとの集計値が収載されており、在宅医療等の各診療行為の定
量的な把握に有用

○ ＮＤＢの集計値であることから、その利用には決まりごとがあるため、都道府県の介護
部局がデータにアクセスするためには、決まりごとを理解することが必要（後述）

■医療計画作成支援データブック（平成29年度版が直近）

(DISK1-1) (DISK1-2)

• 医療計画作成指針に示された５疾病５
事業及び在宅医療の評価指標に対応す
る、統計データを集計

• 収載されている統計データは、医療施
設調査、患者調査等の厚労統計や各学
会の公表データなど

• 患者調査などは、医政局独自で個票解
析を行っており、e-Statよりも詳細なデ
ータもある

• 市町村別の集計値があるかは、基とな
る統計データの粒度に依存しており、
指標によってバラバラ（致し方ない）

• ＮＤＢデータの集計値を収載

指標 最小集計粒度等 対象レセプト

診療行為ごとの
提供量（レセ件
数・回数・算定
医療機関）

市町村（医療機
関所在地ベー
ス・年度）

全電子レセプト
（生保等除く）

ＳＣＲ 市町村（医療機
関所在地ベー
ス・年度）

全電子レセプト
（生保等除く）

患者受療動向 市町村（年度） 国保・後期高齢
レセ（生保等除
く）



事例：医療介護連携の状況（関連レセプトの発生状況）

○ 診療行為の充足状況を測る指標「SCR(Standardized Claim data Ratio)」による、上伊那
医療圏の医療介護連携に関する状況

○ SCRが100が超えていれば、その診療行為は全国平均に比べて充足していると考えられる。
なお、SCRは医療機関所在地における集計であることに注意（隣の市町村に訪問診療に行っ
た場合、医療機関の所在する市町村のSCRとして集計される。）

低 高 H28NDB



事例：訪問診療の提供状況（患者受療動向）

〇 レセプトデータ（国保・後期高齢）を基に、訪問診療を受けている患者の受療動向を分
析したもの。市町村を超えて、どの地域の医療機関が住民に対し在宅医療を提供している
かを把握することができる。

平成28年度レセプトデータ（国保・後期）

訪問
診療

負担者住所地
小諸
市

佐久
市

小海
町

川上
村

南牧
村

南相
木村

北相
木村

佐久
穂町

軽井
沢町

御代
田町

立科
町

医
療
機
関
所
在
地

小諸
市
1,82
8
539 24 43 38 34 111 88 41

佐久
市
626

6,23
1
47 37 47 164 221 179 44

小海
町

821 20 222

川上
村

361

南牧
村

472

南相
木村
北相
木村
佐久
穂町

33 980

軽井
沢町

38 13 694

御代
田町

49 26 206

立科
町

12 249

患者がどこの市町
村の医療機関から
訪問診療を受けて
いるか

どの地域の患者に対
し訪問診療を提供し
ているか

医療機関所在地＞患者住所
地であれば、他市町村への
患者に対しても、訪問診療
を提供することができる。
一方で、医療機関所在地＜
患者住所地であれば、現状
の提供体制に課題はあるか
等を把握



事例：その他在宅医療の提供状況（訪問診療の提供量）

〇 レセプトデータ（全電子レセプト）を基に、訪問診療の提供実績を医療機関所在地ベー
スで集計したものを人口当たりで指標化したもの。

〇 提供実績（レセ件数・回数）の他に算定医療機関数も把握できる。
＊：ＮＤＢ公表の最小集計単位の原則に則り、秘匿化したもの

平成28年度ＮＤＢ・国勢調査人口

指標名 レセ区分 年齢区分 数値名称
諏訪医療圏（老人福祉圏域）

岡谷市 諏訪市 茅野市 下諏訪町 富士見町 原村

訪問診療
（全体）

外来

0～14才 レセプト件数 *

レセプト回数 19 

算定医療機関数 *

15～64才 レセプト件数 34 74 155 27 * *

レセプト回数 77 87 211 33 23 *

算定医療機関数 4 8 6 * * *

65～74才 レセプト件数 118 234 263 69 37 32 

レセプト回数 180 262 381 83 60 35 

算定医療機関数 9 15 8 * * *

75才以上 レセプト件数 3,292 4,182 4,123 2,051 808 580 

レセプト回数 5,600 5,898 5,671 2,636 1,428 650 

算定医療機関数 16 17 13 5 4 *

全年齢 レセプト件数 3,444 4,490 4,541 2,147 845 612 

レセプト回数 5,857 6,247 6,282 2,752 1,511 685 

算定医療機関数 17 17 13 5 4 *

65歳以上人口
当たり

（1000人
対）

指標基人口 16,281 14,615 15,858 7,276 4,886 2,449 

レセプト件数 209.4 302.2 276.6 291.4 172.9 249.9

レセプト回数 355.0 421.5 381.6 373.7 304.5 279.7



都道府県でのＮＤＢデータ利用の決まり事

以下は、厚生労働省が示している医療計画作成支援データブックの利用に当たっての決ま
り事を、話題提供者の解釈も含めまとめたもの。各地域での実際の活用の際には、決まり
ごとの原典を確認願います。

■利用の前提
医療計画作成に係る目的（地域医療構想調整会議や在宅医療推進の会議体含む）以外に閲

覧、加工及び公表を行わない。

■利用環境
厚生労働省が示す利用誓約書に登録した内容（利用場所及び利用者）に沿って、スタンド

アローンＰＣで利用
※利用者は都道府県職員の他、調整会議委員や都道府県の委託事業者、研究者を含む

■レセプト情報・特定検診等情報の提供に関するガイドラインの順守
（最小集計単位の原則）

• 原則、１０未満となる集計値が含まれていないこと（市町村別集計の場合は、市町村
人口により異なる。）
• 医療機関又は、保険者の属性情報について、３未満となる集計値が含まれていないこ
と。



病床機能報告に基づく在宅医療の提供体制の把握

都道府県の医療部局が所管する病床機能報告制度では、急性期医療の提供状況の他、在宅
医療の実施状況についても一部把握できる。

病床機能報告制度を活用した在宅医療提供体制の把握（主なもの）

■介護施設等のバックベッド機能

介護施設等からの入院割合（一か月あたり）

■看取りの状況

看取りの場所別の実施割合（在支病・年間）



市町村へのデータ提供の対応

〇 レセプトデータの集計結果や病床機能報告の状況は、これまで、県の医療部局がウェブ
サイト等でひっそりと公表していた。

〇 一方で、地域医療構想の協議の本格化にともない、急性期から回復期・慢性期の連携体
制を構築するためには、介護部局側との連携が必須

〇 介護保険事業計画担当から取組を推進したいとオファーをいただいたこともり、属人的
なところから始めたところ、今後、組織として医療と介護部局の連携や市町村との協働を
更に進めていきたい。

市町村へのデータ提供

• 県の医療部局の担当職員が、市町村の介護保険担当者向けに、県内の地域医療構想の進
捗状況や在宅医療以外の医療政策について研修を実施

• その中で、県が保有している医療関連データの内容について示したうえで、提供を希望
する市町村へデータ提供を実施することとした。

• 必要に応じ、市町村の職員と県庁職員で提供したデータをどう読んでいくかを一緒に検
討したりし始めている。



更なる地域包括ケア体制の定量的把握に向けて
• 持続可能性のある社会保障提供体制と県民の健康づくりを進めるためには、現状バラバラになっている医療・介護・健
診のデータ（県民ニーズ）を一元的に集約化し経年的なスパンをもって分析をすることで、医療・介護提供体制及び健
康づくりの課題を把握し、それぞれの分野の実施主体に対して働きかけをしていくことが必要

• 本事業では、県民ニーズを起点に、健康福祉部内の医療・介護・健康づくりの施策を連動的に動かしていくため、施策
立案や市町村支援の基礎となる、データ分析基盤を構築する。

事業の概要 分析基盤の活用方法・事業の効果

【分析対象データ】
県国保連合会が保有する、被保険者（県民）の医療・介護レセプト

データ及び特定健診データ５年分
医療：疾病名、手術、入院基本料、退院支援加算 等
介護：要介護度、施設・居宅サービス、リハ 等
健診：特定健診結果（健康状況、生活習慣）

【個別データの一元化】
対象データを医療機関（介護サービス事業者）及び県民個人単位で

５年間の状況を経年的に連結

バラバラ
のデータ
医療
介護
健診

一元化
データ
ベース医療機関・住民単位で

紐付けた上で時系列に
整理したDBを構築

活用の方法に応じた
抽出・分析が可能

【事業スキーム】
提供されたデータの一元化DBの構築を業者へ委託（レセプトデー

タに強い総合シンクタンクを想定）

長野県 国保連

シンク
タンク

データ提供依頼

データ提供（個人
情報は秘匿化）

事業委託・
成果物納入

施策推進の基礎となる、医療・介護・健康づくりのビッグデータ
を一元的に集約、健康福祉部内での活用を図ることで、各施策が
連動した取組を実施

後期高齢者等の医療・介護給付費
の状況

医療
レセプト

介護健診

一元化
データ
ベース

各データが
一元化され
た利点を活
かした施策
転換

医療機関の役割分担の推進 重度化防止

健康づくり・保健師活動 社会保障費の状況

患者個人に着目し、医療機関への受
療動向を分析
→ 現状の患者の流れを把握し、医
療機関の役割分担や連携を再構
築

介護度の維持・改善・重度化の状
況と疾病歴や介護サービス利用状
況の関連分析
→ 重度化防止に効果的なケアプ
ランの作成支援

後期高齢者の医療・介護サービスの
利用状況を個人単位で一元化
→ 後期高齢者等の重症化予防の
健康づくりに活用

※県民個人ごとに連結

社会保障の入口（健康づくり）と出口（医療費・
介護費）の課題を一元的に把握

県民ニーズを起点に医療介護提供体制の維持・
充実に資する客観的なデータを分析

【想定される主な分析事例】
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レセプトデータ等に基づく施策推進の課題（私見）

〇 レセプトデータ等に基づく提供量（需要）の把握は、あくまで現状の提供体制
に基づくもの。将来に向け、想定される需要と必要となる提供体制をどう把握す
べきか。

・介護保険事業計画や地域医療構想の需要推計で目安となる需要は把握できているのか。
・将来需要の把握には、自治体での補完的調査が有用だが、効果的な調査項目や手法は。

〇 地域医療構想等を踏まえた、入院医療提供体制の変化は在宅医療・介護分野に
どのようなインパクトをもたらすのか。

・急性期病棟から回復期（地域包括ケア病棟など）への転換に伴う平均在院日数の増など
は在宅医療等の需要にどう影響するのか。それをレセプトデータで分析は可能か。


